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令和3年度後期高齢者医療被保険者証等の年次更新について（通知）

日頃は，後期高齢者医療制度の運営に格別の御協力をいただき，厚くお礼申し上げます。

さて，上記のことについて，後期高齢者医療被保険者証，後期高齢者医療限度額適用・標

準負担額減額認定証及び後期高齢者医療限度額適用認定証が，令和3年8月から更新され

ます。

つきましては，次のとおり被保険者証等の記載事項等に変更がありますので，診療の際

は，被保険者証等の確認の徹底に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。

主な変更点

1 有効期限

令和3年7月31日 rl)ー7月31日一1年間）
(2）令和3年 11月30日（有効期間4か月間。更新後の

有効期限は令和4年3月31日，令和4年7月31日

となります。）

※（ 2 ）については， 4か月ごとに更新する有効期間の短い被保険者証ですが，（1 ）と

比べて効力に違いはありません。

2 その他記載事項

( 1 ）一部負担金の割合（自己負担割合）

令和2年中の所得を基に1年間の自己負担割合を判定していますので，変更され

ている場合があります。また，有効期間内であっても，転居等による世帯構成の

変更や所得更正等により変更される場合があります。

(2）保険者番号

後期高齢者医療制度は県単位での運営となりますが，県内市町村聞において被保

険者の住所変更があった場合には保険者番号が変更されます。

3 被保険者証等の仕様

裏面以下のとおり
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｜裏面｜
被保険者証等の仕様

1 被保険者証等の有効期限及び色

名称

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

後期高齢者医療限度額適用 ・標準負担額減額認定証

後期高齢者医療限度額適用認定証

2 被保険者証の様式（表面）

（裏面）

個人情報保護シール

有効期限 証の色

令和4年 7月31日 むらさき色

なし ぴわ色

令和4年 7月31日 ラベンダ一色

令和4年7月31日 ねずみ色

令和3年8月以降の新しい被保険者証

はむらさき色で，有効期限は，「令和4年

7月31日」又は「令和3年 11月30

日」となります。

意思表示欄は，個人情報保護シール

（みどり色）により覆われている場合

があります。



3 後期高齢者医療限度額適用 ・標準負担額減額認定証の様式

( 1割負担の所得区分が（低額） I ・ IIの方）

（表面） （裏面）

軍事効期限

交付年月8
~”’F 

『司司同．』

被保険者醤《 ｜色：ラベンダー色 I~ 
『『h・ー 一被

イ主 丹肝
保

険
氏 名

者
生年月白

発効期日

長期人続

該当年月日

保険者番号 l l l l I l l I I 
徳島県

者の名称及 後期高齢者医療広域連合

び印

注意事項

1.この妊によって僚獲を受ける場合は，次のとおり一部負
担金限度額の適用及び食事療養標懲負担額又は生活療義
標準負担額の減額が行われます。
(1）療養を受ける際に支払う一部負担金の額は，医療機関
等ごとに1か月につき．別に定められた額を限度とし
ます。
(21 入院の際tニ食事療養を受ける場合に支払う食事療養
標準負担額又は生活療益を受ける場合に支払う生活療
養標準負担額は．別iニ厚生労働大箆が定める減額された
額となりま寸。

2. 被保険者の資格がなくなったとき，認定の条件に該当し
な tr.ったとき．又はこの鉦の有効期限にきEったときに
は，直ちにこの:ii:を市町村ι返してくださL、。また．転出
の届出をする際iニは，この鉦を添えてくださし、。

3. このIDEの記載事項に変更があったときは.14日以内に．
この鉦を添えて，保険者（徳島県後期高齢者医様広主主連
合）宛ての届蓄を，市町村に銀出してくださL、。

4.不正にこの証を使用した者は．刑法によっ詐欺罪として
懲役の処分を受iすます。

備考

4 後期高齢者医療限度額適用認定証の様式

(3割負担の所得区分が（現役並） I ・ IIの方）

（表面） （裏面）

後期高齢者医撮限度額適用箆定証

有効期限

交付年月日
..,,,,..... 『司“・ー

被保後者番〈 ｜色：ねずみ色 ｜ 
『－』』

被 住 再庁

保

険 氏 名

者
生年月 8

発効 WI B 

適用区分

保険者番号 ｜！｜！ ｜！ ！｜｜ 
並び に 保険

徳島県
者の名称及 後期高画事者医療広域連合

び ai

注意事項

1.この簸によって療養を受ける僚に支払う一部負担金の額
は， 医療像機毒事ごとに1か月につき， Bilに定められた額を
限度とします。

2.被保険者の資格がなくなったとき． 記畿された適用区分
に該当しなくなったとき．又はこの鉦の有効期帯主に至った
ときには， 直ちにこの証を市町村に返してくださし、。
また． 転出の属t告をする際には，この涯を添えてくだ
さい。

3.このまEのliC.議事項に変更があったときぬ 148以内に，
ζの証を添えて．保険者（徳島県後締高働者医療広綾連
合）宛ての局番を，市町村に提出してくださL、
4.不正にこの証を使用した者は．刑法により詐欺罪として
懲役の処分宏受けます。

備考

※名称が酷似しておりますので，それぞれ混同されないようご注意ください。

問合せ等では便宜上，以下の略称を用います。

①後期高齢者医療限度額適用 ・標準負担額減額認定証→ 遮盈認定証 （略称）

②後期高齢者医療限度額適用認定証 →堕星盆認定証（略称）



5 保険者番号

8桁（法別番号2桁，都道府県番号2桁，市町村番号3桁，検証番号1桁）の算用数

字を組み合わせたものとなります。

市町村名
後期高齢者医療

市町村名
後期高齢者医療

保険者番号 保険者番号

徳 島 市 39362017 神 山 町 39363429 

鳴 F~ 市 39362025 君5 賀 町 39363684 

小松島市 39362033 牟 岐 町 39363833 

阿 南 市 39362041 美 波 町 39363874 

吉野 ）, ，市 39362058 海 陽 町 39363882 

阿 波 市 39362066 松 茂 町 39364013 

美 馬 市 39362074 ~t 島 町 39364021 

一 女子 市 39362082 藍 住 町 39364039 

勝 浦 町 39363015 板 野 町 39364047 

上 勝 町 39363023 上 板 町 39364054 

佐那河内村 39363213 つるぎ町 39364682 

石 井 町 39363411 東みよし町 39364898 

6 被保険者番号

8桁（受給者番号7桁，検証番号1桁）の算用数字を組み合わせたものとなります。


